
○北海道防衛局における特定秘密の保護

に関する達

北海道防衛局達第３号

改正 平成30年11月29日北海道防衛局達第15号

改正 令和元年６月14日北海道防衛局達第７号

改正 令和２年３月24日北海道防衛局達第２号

改正 令和５年４月26日北海道防衛局達第８号

改正 令和６年３月29日北海道防衛局達第８号

特定秘密の保護に関する訓令（平成26年防衛省訓令第64号）第48条

の規定に基づき、北海道防衛局における特定秘密の保護に関する達を

次のように定める。

平成27年３月６日

北海道防衛局長 杉田 宏一

北海道防衛局における特定秘密の保護に関する達

（用語の定義）

第１条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。

⑴ 特定秘密管理者 特定秘密の保護に関する訓令（平成26年防衛

省訓令第64号。以下「訓令」という。）第３条第２項に規定する

特定秘密管理者をいう。

⑵ 特定秘密管理者補 訓令第５条第１項に規定する特定秘密管理

者補をいう。

⑶ 保護業務担当者 訓令第５条第２項に規定する保護業務担当者

をいう。



⑷ 特定秘密取扱職員 訓令第２条第１項第１号に規定する特定秘

密取扱職員をいう。

⑸ 特定秘密文書等 訓令第２条第１項第２号に規定する特定秘密

文書等をいう。

（特定秘密管理者補）

第２条 訓令第５条第１項の規定により指名する特定秘密管理者補

は、各部長、帯広防衛支局長及び千歳防衛事務所長（以下「部長等」

という。）とする。

２ 前項の規定にかかわらず、特定秘密管理者は、部長等に特定秘密

の保護に関する業務の管理を補助させることができない場合には、

特定秘密の取扱いの業務を行うこととされている者のうちから特定

秘密管理者補を指名し、当該管理を補助させることができる。

３ 前２項に規定する特定秘密管理者補が補助する業務の範囲は、次

のとおりとする。

⑴ 保護業務担当者及び特定秘密取扱職員に対して行う特定秘密の

取扱いに係る監督及び指導に関すること。

⑵ 特定秘密の漏えい又は探知を防ぐため、次に掲げる措置その他

の必要な措置を講ずること。

ア 特定秘密の取扱いの業務が行われている場所への部外者の出

入の監視並びに特定秘密の保護に関する訓令の運用について

（防防調第17882号。26.12.8。以下「通達」という。）第４第

２項の規定に基づく措置及び当該措置による運用状況の確認。

イ 特定秘密文書等が机上に監視されることなく放置されること

の防止及び特定秘密文書等が保管されている場所の施錠の確認

（特に退庁時における確認）並びにこれらに関する指導・励行。

ウ 特定秘密文書等の作成、運搬、廃棄その他の取扱い及び特定

秘密の伝達が行われるときにおける監督、統制等を確実に行わ

せるための措置。

エ その他訓令の趣旨にのっとり、特定秘密の保護を確実に行う

ための措置。



（保護業務担当者）

第３条 訓令第５条第２項の規定による保護業務担当者の指名につい

ては、特定秘密管理者補が、特定する部署ごとに、２名以上の職員

を選定し、別記第１号様式の指名書を交付することをもって行うも

のとする。

２ 前項の指名書の交付に当たっては、特定された部署ごとに、訓令

第５条第３項に規定する責任者（以下「保護業務責任者」という。）

を１名指名するものとする。

３ 特定秘密管理者補は、第１項の規定により指名書を交付した場合

には、当該指名書の写しを特定秘密管理者に送付するものとする。

（特定秘密取扱職員の範囲等）

第４条 訓令第８条第４項の規定による特定秘密取扱職員の指名につ

いては、特定秘密管理者補が別記第２号様式の特定秘密取扱職員名

簿を作成することをもって行うものとする。

２ 訓令第８条第５項の規定により特定秘密取扱職員名簿を更新する

場合には、前項の規定を準用するものとする。

３ 特定秘密管理者補は、第１項又は前項の規定により特定秘密取扱

職員名簿を作成又は更新した場合には、その原本は保護業務責任者

が管理するとともに、その写しを特定秘密管理者に送付するものと

する。

４ 特定秘密管理者へ送付した特定秘密取扱職員名簿は、総務部総務

課で適切に保管するものとする。

（立入りを制限した場所への入室等）

第５条 訓令第９条第１項の規定に基づき立入りを制限した場所への

入室等の許可を得ようとする者は、別記第３号様式の立入許可申請

書により、特定秘密管理者又は当該立入りを制限している特定秘密

管理者補に申請し、その許可を得たうえで入室等を行うものとする。

（特定秘密に係る通知等の送付）

第６条 特定秘密管理者は、訓令第16条第１項ただし書に規定する通

知又は、訓令第17条第１項に規定する周知を受けたときは、訓令第



17条第５項に規定する記載又は記録をした後、当該通知又は周知に

係る書面に記載又は記録された事項に係る特定秘密管理者補に送付

するものとする。

（指定等の周知の記録）

第７条 前条の規定により書面の送付を受けた特定秘密管理者補は、

特定秘密の取扱いの業務に従事する必要のある職員にその旨を周知

するものとする。

２ 通達第11第２項に規定する特定秘密取扱管理簿は、総務部総務課

において適切に管理するものとする。

（特定秘密文書等の作成）

第８条 訓令第19条第１項に規定する特定秘密管理者による特定秘密

文書等の作成（複製を含む。）の承認については、特定秘密管理者

補が別記第４号様式の特定秘密文書等管理簿に記載又は記録するこ

とをもって行うものとする。

２ 前項の特定秘密文書等管理簿は、保護業務責任者が管理するもの

とする。

３ 訓令第19条第２項に規定する特定秘密管理者が指名する者につい

ては、第４条第１項に規定する特定秘密取扱職員名簿に記載又は記

録されている者のうち、作成しようとする特定秘密文書等に記載、

記録又は化体される特定秘密を取り扱うことができる者から、特定

秘密管理者補が選定し、第４条第１項に規定する特定秘密取扱職員

名簿に記載又は記録することをもって指名するものとする。

（作成の記載等）

第９条 訓令第20条第１項に規定する特定秘密文書等を管理するため

の番号は、別に定めるものとする。

２ 特定秘密管理者補は、訓令第19条、第23条、第27条又は第28条の

規定により特定秘密文書等の作成、交付、保管又は廃棄等をしたと

きは、当該特定秘密文書等を管理するために、第８条第１項に規定

する特定秘密文書等管理簿に、当該作成、交付、保管又は廃棄等の

状況その他必要な事項を記載し、又は記録するものとする。



（運搬）

第10条 特定秘密管理者補は、訓令第21条の規定により、特定秘密文

書等を運搬する者を指名するときは、第４条第１項に規定する特定

秘密取扱職員名簿に記載又は記録された部下職員の中から指名する

ものとする。

２ 特定秘密文書等を庁舎外に運搬するときは、２人以上の職員によ

り行うものとする。

３ 第１項及び第２項の運搬する者は、訓令第22条に規定する保護措

置その他運搬に必要な措置を講じた場合であって、特定秘密管理者

補が承認したときは特定秘密取扱職員以外の者に運搬させることが

できる。

（交付）

第11条 特定秘密文書等を交付するときは、その記録を明確にするた

め、第８条第１項に規定する特定秘密文書等管理簿又は別記第５号

様式の特定秘密文書等受領証に受領の確認を徴するものとする。

２ 前項の特定秘密文書等受領証は、保護業務責任者が適切に管理す

るものとする。

３ 特定秘密文書等を交付する際に、訓令第23条第７項の規定により

返却することを条件とした場合において、当該返却する条件を変更

するときは、別記第６号様式の返却時期の変更通知を作成し、当該

特定秘密文書等の交付先へ通知するものとする。ただし、返却時期

は文書の保存期間が満了する日までの間に限るものとし、当該変更

通知の写しを保護業務責任者が管理するものとする。

４ 特定秘密管理者補は、特定秘密文書等の交付を受けた場合は、第

８条第１項に規定する特定秘密文書等管理簿に必要な事項を記載又

は記録するものとする。

（伝達）

第12条 訓令第25条第１項に規定する伝達の承認については、別記第

７号様式の特定秘密伝達承認書により行うものとする。

２ 前項の規定により承認を得た後の特定秘密伝達承認書は、保護業



務責任者が適切に管理するものとする。

３ 特定秘密を電話又は会議において口頭により伝達する場合は、通

達第16第３項に規定する保護措置及び盗聴の防止に必要な保護措置

を講ずるとともに、伝達の相手方が、伝達しようとする特定秘密に

係る特定秘密取扱職員であることを確認し、直接当該相手に対し伝

達するものとする。この場合、その始めと終わりに伝達する情報が

特定秘密であることを明らかにして伝達する等特定秘密の保護に必

要な措置をとらなければならない。

（保管等）

第13条 訓令第27条第２項に規定する帳簿は、別記第８号様式の特定

秘密文書等閲覧簿とし、保護業務責任者が適切に管理するものとす

る。

２ 前項の特定秘密文書等閲覧簿は、特定秘密文書等毎に作成し、閲

覧の履歴その他必要な事項を記載又は記録する。

３ 訓令第27条第２項ただし書きに規定する特定秘密文書等閲覧簿へ

の記載又は記録を省略できる者は、特定秘密取扱職員であり、特定

秘密である情報を記載又は記録する文書、図画又は電磁的記録を業

務において恒常的に取扱うことが想定されるため取扱うことが自明

であり、また、特定秘密文書等閲覧簿への記載又は記録をする暇の

ない場合など、省略しなければ業務の円滑な遂行に支障を来たす場

合に限り、特定秘密管理者は特定秘密文書等閲覧簿への記載又は記

録の省略を認めることができる。

４ 特定秘密管理者は、前項における特定秘密文書等閲覧簿への記載

又は記録について、特定秘密である情報を記載又は記録する文書、

図画又は電磁的記録毎に省略する職員を認めるものとし、別記第９

号様式の特定秘密文書等閲覧記録省略者名簿を作成するものとす

る。

５ 特定秘密管理者が使用する特定秘密文書等については、特定秘密

管理者の指示によるほか原則として特定秘密管理者補が管理するも

のとする。



（廃棄）

第14条 訓令第28条の規定による特定秘密管理者による特定秘密文書

等の廃棄の承認については、特定秘密管理者補が、廃棄年月日、公

文書等の管理に関する法律に基づく行政文書ファイル等の移管・廃

棄等に関する手順について（平成23年４月１日内閣府大臣官房公文

書管理課長決定）３（１）の規定に基づく廃棄妥当通知、公文書等

の管理に関する法律（平成21年法律第66号）第８条第２項の規定に

基づく廃棄同意通知及び廃棄方法を確認の上、第８条第１項に規定

する特定秘密文書等管理簿に記載又は記録することをもって行うも

のとする。

２ 当該文書を管理する文書管理者は、前項の特定秘密管理者補の記

載又は記録及び廃棄の方法等を確認の上、定められた方法により廃

棄を実施し、第８条第１項に規定する特定秘密文書等管理簿に記載

又は記録する。

３ 廃棄を実施するときは、特定秘密管理者補の指名する者の立会い

の下、訓令第28条及び通達第18の規定された方法により、これを行

うものとする。

４ 前項に規定する特定秘密文書等の廃棄に立会う者の指名について

は、特定秘密管理者補が特定秘密を取扱うことができる者の中から

選定し、第４条第１項に規定する特定秘密取扱職員名簿に記載又は

記録することをもって指名するものとする。

（検査等）

第15条 訓令第31条第３項に規定する特定秘密管理者が指名した者

は、北海道防衛局次長（以下「次長」という。）とする。

２ 次長は、訓令第31条第１項に規定する定期検査を行ったときは、

通達第20各項に規定する事項について、速やかに、特定秘密管理者

に報告しなければならない。

３ 次長は、訓令第31条第２項に規定する臨時検査を行ったときは、

速やかに、特定秘密管理者に報告しなければならない。

４ 次長は、前２項の検査において、特定秘密取扱職員名簿に記載又



は記録された部下職員の中から検査を補助する職員を指定すること

ができる。

（引継ぎ時の点検）

第16条 特定秘密管理者補は、保護業務責任者が人事異動等により交

代したときは、その事務に係る事項を新たに指名された保護業務責

任者に確実に引継ぎを行わせ、その状況を点検するものとする。

２ 引継ぎに当たっては、新旧保護業務責任者は、別記第10号様式の

保護業務責任者引継確認簿に所要の事項を記載又は記録し、特定秘

密管理者補の点検を受けなければならない。

３ 前項の保護業務責任者引継確認簿は、保護業務責任者が適切に管

理するものとする。

（紛失その他の事故等が生じた場合の措置）

第17条 特定秘密取扱職員は、訓令第40条第１項に規定する紛失その

他の事故又は訓令第40条の２第１項に規定する不適切な取扱が発生

し、又は発生したおそれがあるときは、特定秘密管理者補を通じ、

特定秘密管理者に報告するとともに、可能な限りの手段で防護上の

措置をとるものとする。

２ 訓令第40条第１項各号又は訓令第40条の２第１項各号に規定する

報告を行うときは、次に掲げる事項について詳細な調査を行うもの

とする。ただし、これらの調査が完了しないことをもって、第一報

等の迅速性を要する報告を妨げることがあってはならない。

⑴ 事故等発生（発生した疑い又は発生のおそれのある場合を含む

。）の日時

⑵ 事故等発生の場所

⑶ 当該特定秘密の情報及び特定秘密文書等の件名、内容等

⑷ 関係する職員の官職氏名

⑸ 事故等発生の原因及び経過

⑹ 事故等が防衛省その他に及ぼす影響

⑺ 事故等発生に際してとった措置

⑻ その他参考となる事項



３ 特定秘密管理者補は、前２項の規定による措置、調査及び報告を

行うときは、特定秘密管理者に対し、必要な連絡及び調整を行うも

のとする。

附 則

１ この達は、平成27年３月６日から施行し、平成26年12月10日から

適用する。

２ 北海道防衛局における防衛秘密の保護に関する達（平成19年北海

道防衛局達第29号）は、廃止する。

附 則（平成30年11月29日北海道防衛局達第15号）

この達は、平成30年12月１日から施行する。

附 則（令和元年６月14日北海道防衛局達第７号）

この達は、令和元年６月14日から施行する。

附 則（令和２年３月24日北海道防衛局達第２号）

この達は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和５年４月26日北海道防衛局達第２号）

この達は、令和５年４月26日から施行する。

附 則（令和６年３月29日北海道防衛局達第８号）

この達は、令和６年４月１日から施行する。



別記第１号様式（第３条関係）

指 名 書

所 属

官 職 氏 名

担当する部署

特定秘密の保護に関する訓令（平成２６年防衛省訓令第６４号）第５条の規
定により、（保護業務責任者／保護業務担当者）に指名する。

年 月 日

特定秘密管理者補

官 職 氏 名

Ａ４



別記第２号様式（第４条関係）

作 成 年 月 日 ：

氏　　　名

適性評価を決定する旨の
通知を受けた年月日

保護業務担当者

特定秘密取扱職員名簿

　　　　　年　　月　　日

特定秘密
取扱部署

北海道防衛局　　　部（　　　　　　 等）
　　　　 　　　　　　   課（    　　　　 室）

取扱える特定秘密の事項整理番号／取扱える職員

特定秘密の有効期間／取扱える期間

特定秘密を取扱う官職

特定秘密管理者補

保護業務責任者

取扱職員

廃棄立会者

※取扱職員ごとに、取り扱える特定秘密の事項整理番号欄には、上段に当該職員が取扱える事項番号に「○」を、下段に取り扱える期間を記入する。

※保護業務担当者等として記入した取扱職員については、改めて取扱職員として記入する必要はない。

作成立会者

運搬者



別記第３号様式（第５条関係）

立 入 許 可 申 請 書

年 月 日

特 定 秘 密 管 理 者
特定秘密管理者補の職名 殿

申請者 職又は所属
官級又は階級
氏名

下記の理由により、立入を制限した場所 に、 年 月

日 時から 年 月 日 時まで立ち入りたく申請します。

記

理由：

以 上

Ａ４



別記第４号様式（第８条関係）

作成
年月日

承認
特定秘密管理者

補

複製
年月日

承認
特定秘密管理者

補

保管
年月日

受領確認
保護業務責任者

交付先
交付
年月日

返却期限
※貸出の場合

受領確認
保護業務担当者

回収
返却
年月日

回収
返却
確認

保護業務担当者

秘密
指定解除
年月日

変更後
の区分

廃棄
年月日

内閣府独
立公文書
管理監廃
棄妥当通
知番号・年
月日

内閣総理
大臣廃棄
同意通知
番号・年月
日

廃棄
の方法

焼却・粉砕・細断
・溶解・破壊等

承認
特定秘密管理者

補

文書管理
者
確認

廃棄
年月日

廃棄
の方法

焼却・粉砕・細断
・溶解・破壊等

承認
年月日

防衛大臣の承認

特定秘密文書等管理簿

№

指定の
整理番号
運用基準
Ⅱ３(5)

特定秘密
文書等
管理番号
訓令第２０条

一連
番号

枚数 保存期間 文書等の件名

作成 複製

備考

保管
（作成・交付受）

交付（貸出含む。） 回収・返却 秘密指定解除 廃棄 緊急廃棄

別記第４号様式（第８条関係）



別記第５号様式（第１１条関係）

特定秘密文書等受領証

１ 特定秘密文書等の管理番号

２ 一連番号

３ 発簡番号（発簡年月日）

４ 件 名

５ 交付する文書等の貸出期間 年 月 日

６ 数 量

上記の特定秘密の文書等を受領しました。

受領日 年 月 日

保護業務責任者 所属 官職 氏名

Ａ４



別記第６号様式（第１１条関係）
事 務 連 絡

年 月 日

殿
特定秘密管理者補
北海道防衛局○○○○

返却時期の変更通知

標記について、交付した特定秘密文書等の返却する時期を下記のとおり変更
する。

記

１ 特定秘密管理番号

２ 一連番号

３ 特定秘密文書等の件名

４ 交付年月日 年 月 日

５ 特定秘密文書等の保存期間 年 月 日

６ 貸出期間

⑴ 交付時の返却時期 年 月 日

⑵ 変更後の返却時期 年 月 日

Ａ４



別記第７号様式（第１２条関係）

特定秘密伝達承認書

１ 指定の整理番号

２ 特定秘密文書等の管理番号

３ 特定秘密文書等の件名

４ 伝達先

上記の特定秘密の伝達を承認する。

伝達日 年 月 日

特定秘密管理者 北海道防衛局長 氏 名

特定秘密管理者補 官 職 氏 名

Ａ４



別記第８号様式（第１３条関係）

特定秘密文書等閲覧簿

（特定秘密管理者名： ）

管理番号及
文 書 等 件 名

び一連番号

閲 覧 時 間

№ 年月日 閲 覧 者 名 閲覧場所 確 認

開始 終了

・この閲覧簿は、特定秘密文書等１件ごとに作成すること。

・閲覧ごとに記載又は記録すること。

・確認欄は特定秘密管理者補又は保護業務担当者が閲覧の状況を確認し記名すること。

Ａ４



別記第９号様式（第１３条関係）

特定秘密文書等閲覧記録省略者名簿

管理番号 一連番号

文書等件名 省略する理由

閲覧記録 官 職 氏 名

省 略 者

(職名・氏名)

上記の者は、当該文書の閲覧記録の記載を省略する。

年 月 日

特定秘密管理者の官職 氏 名

Ａ４



別記第１０号様式（第１６条関係）

保護業務責任者引継確認簿

特定秘密管理者補の官職 （特定秘密保護責任者）
引継年月日

氏名 官職 氏名
異常の有無 備考

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

規格Ａ列４番


